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南部九州土地改良調査管理事務所交渉
（全農林労働組合九州地方本部宮崎ひむか分会）

議 事 要 旨

１．開催日時：平成２２年２月１８日（木）１７：４５～１８：００（１５分）
２．場 所：南部九州土地改良調査管理事務所会議室
３．出 席 者：

南部九州土地改良調査管理事務所 松田 文秀 所長
同 吉留 健太郎 庶務課長

全農林労働組合九州地方本部宮崎ひむか分会 松田 貢一 副委員長
同 齊田 寿武 執行委員

４．議 題：超過勤務縮減対策について

５．議事概要
○吉留庶務課長：ただ今より、交渉を始めます。本日の交渉に先立ち国公法第１０８条の規定に基
づく予備交渉を２月９日に行ったところであります。

宮崎ひむか分会から提出された要求事項のうち「新たな労使関係の構築に関する基本方針」Ⅱ
の１の（３）に定められた要件を満たし、交渉対象とする事項は、要求書のⅢの１とします。その他の
事項については、南部九州土地改良調査管理事務所の権限外事項や、また、管理運営事項に該当
することから、要望事項として接受することで整理したので、それを前提に交渉を行います。

○松田副委員長：宮崎ひむか分会の統一要求として要求書を提出致します。要求書のうちⅢ超過
勤務について、南部九州土地改良調査管理事務所は、他の国営事業所に較べて、超過勤務は多く
ないと思いますが、月３０時間を超えている者が幾人かいます。特定の者に業務が偏らないように、
どのような超過勤務縮減対策があるのか、お聞かせ願います。

○松田所長：超過勤務縮減については、私共は、従来から重要な課題であると認識していまして、
毎月開催している定例会においても事業所全体の意思疎通を図り効率的な業務遂行が行われるよ
う努めているところです。

また、昨年１０月には当事務所業務の再点検を実施して、より効率的な事務所の運営について、
議論を進めたところです。

超過勤務の縮減については、特定の者に偏ることがないようそれぞれの課の各管理職が業務自
体の見直しを徹底して行うこと、水、金曜日の定時退庁を促進させるなどして、超過勤務の縮減に努
めて行きたいと考えています。

○松田副委員長：今年の超勤の実態はどうですか。

○松田所長：月によりバラツキはあるが、水、金曜日は他の曜日の半分ぐらいに抑えられている。も
う少し短くなるような面もあると思うので、メリハリをつけた業務遂行、水曜、金曜の定時退庁の促進
と効率的な業務遂行の合わせ技で超過勤務が減らせればと考えています。

○松田副委員長：土日勤務の実態は、ありますか。

○吉留庶務課長：１月に、庶務課は、変電設備の塗装、調査課は、パソコンのウイルス対策、計画
課は、予算対応とサーバーのソフトウェアの更新のため勤務がありました。何れも、振替出来るもの
については勤務の振替を行い、振替できないものについては、超過勤務手当で対応しました。

○松田所長：現在２名の病休者がいますが、平成２２年度には、２名の増員が予定されていることか
ら、業務分担の見直しを行うことにより、ある程度山は低くなるのではないかと思っています。

○松田副委員長：判りました。



- 2 -

○吉留庶務課長：それでは、交渉を終わります。




